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西予市事前復興計画

はじめに

事前復興の定義と、事前復興計画の目的・位置づけ・構成を記載しています。

【第1章 事前復興とは】

【第2章 事前復興計画の概要】

「事前復興」とは、被害の軽減や被災地の復興を適切かつ迅速・円滑に実施するための備えを発災前
に取り組んでおくことです。復興の事前実施と、復興の事前準備の２つのベクトルからなります。

大規模災害が発生した際の、速や
かかつ適切な復興を推進していく
ための事前準備を市民と行政が共
通認識をもって進めることで、南
海トラフ地震等の大規模災害から

円滑な復旧・復興を図ることを

目的とする。

目的

事前復興計画

復興プロセス編 復興ビジョン編
事前復興

まちづくり計画

⚫ 市の事前復興を推
進するための指針
となる

⚫ 復興のプロセス整
理により、復興に
取り組む際の行動
指針となる

初動・応急・復旧・
復興対応

復興計画
復興

まちづくり計画

⚫ 「大規模災害から
の復興に関する法
律」に基づく復興
計画の基礎となる

⚫ 市全体の復興まち
づくりの目標や目
標達成のための基
本方針を定める

⚫ 「大規模災害から
の復興に関する法
律」に基づく復興
（まちづくり）計
画の基礎となる

⚫ 具体的な地区・集
落の復興のあり方
を定める

災
害
発
生
前

災
害
発
生
後

構成 以下の３つの編で構成します。
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1
西予市事前復興計画

復興ビジョン編

復興ビジョン編は、市全体の復興の目標や目標達成のための基本方針を示します。

【第1章 復興ビジョン編の概要】

事前復興計画復興ビジョン編は、大規模災害が発生したことを想定し、市全体の復
興の目標や方針等を示すものであり、災害発生後に法に基づく復興計画の基礎と

なる計画として策定します。

1．復興ビジョン

対象区域、対象災害を踏まえ、復興ま
ちづくりの課題を分析した上で、復興
の理念や目標、復興方針、さらに復興
の実現に向けた取組み内容を示します。

2．実現に向けた取組み

本編の実現に向けた取組みの内容、
本編の運用や見直しの方法を示しま
す。

構成

目的
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1
西予市事前復興計画

復興ビジョン編

対象区域を西予市全域、対象災害を南海トラフ巨大地震とし、現状と課題、復興目標を記載しています。

【第２章 復興ビジョン】

まち

住まい

分野別の復興課題

◼ 安全な市街地の形成

◼ 生活拠点や公共交通の集約

◼ 被災した道路・河川の早期復旧

◼ 狭あい道路や住宅密集の解消

◼ 港湾の早期機能回復

◼ ライフラインの早期復旧

◼ 地震・津波により被災した住家の
再建

◼ 安全な住まい（恒久的な住宅）の
確保

◼ 避難所や応急仮設住宅の確保・供
給

◼ 地域コミュニティの維持

分野別の復興目標

災害に強い安心・安全な市街地・集落の

早期形成

被害の特性や現状における都市基盤整備状
況等を踏まえながら、地域の状況に応じた
市街地整備により、再び被災したとしても
人命が失われない災害に強い安心・安全な
まちの形成を実現します。

恒久的に安全な住まいの整備

被災後に、再び安定した生活をいち早く取
り戻せるよう、復旧期までに被災者の住ま
いを確保します。また、安全なくらしを確
保できるよう、安全な住まいを整備します。
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1
西予市事前復興計画

復興ビジョン編

生業

くらし

◼ 事業の早期再開

◼ 漁港の再建、漁村集落の復興

◼ 第1次産業の再開

◼ 観光の再生

◼ 学校の再建、授業の再開

◼ 保健医療施設、福祉施設の再建

◼ 復旧・復興期間中の行政サービス
の継続

◼ 要配慮者への支援

◼ 公共交通サービスの早期復旧

地域の活力を維持し、

生活と密接した生業の再建

地域の活力を維持するための産業の再建や
生業と生活が密接した第1次産業の再建を
実現します。

良好な住環境の整備

日常生活を行う上で欠かすことのできない
医療や福祉・教育を始めとした暮らしの根
幹となる機能の確保を実施します。

分野別の復興課題 分野別の復興目標

対象区域を西予市全域、対象災害を南海トラフ巨大地震とし、現状と課題、復興目標を記載しています。
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西予市事前復興計画

復興ビジョン編

発災前の事前実施・事前準備、及び発災後の復旧・復興段階の取組み内容を記載しています。

【第３章 実現に向けた取組み】

まち

住まい

◼ 海岸保全施設等の整備・耐震化

◼ 緊急輸送道路に指定されている国道・県道・市
道、避難路等の整備

◼ 木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助

◼ 整備計画に基づく耐震化や老朽化対策の推進

◼ 漁港施設等の保全計画書を作成し計画的な対策
を推進

◼ 地域活性化への主体的な取り組みの推進

生業

くらし

◼ 老朽化の進んだ農業水利施設等の保全対策や基
幹的な農業水利施設の耐震化

◼ 事業所の耐震化や事業継続計画等に関する啓発

◼ 応急・復旧対応等における各種の協定の締結

◼ 公共施設等の耐震化として、個別計画の策定

◼ 医療施設の耐震化に向けた啓発

◼ 保健衛生マニュアルの定期的な見直しや研修・
訓練を実施

◼ 復興防災まちづくり方針の作成や基盤未整備地域の整備、
災害危険区域等の設定、宅地・公共施設の移転・嵩上げ

◼ 道路・交通基盤、物流基地等、公園・緑地、ライフライン
施設等の復旧・復興

◼ 文化財等への対応や災害記憶の継承

◼ 被災住宅の応急修理対策や一時提供住宅の供給、応急的な
住宅の供給計画の検討、応急仮設住宅の建設

◼ 住宅供給に関する基本計画の作成や公営住宅の供給、住宅
補修・再建資金の支援

◼ 農林漁業の再建資金の貸付や農林漁業基盤等の再建、防災
営農

◼ 雇用状況の調査や雇用の維持

◼ 中小企業の再建資金の貸与や事業の場の確保、観光振興

◼ 公共施設の復旧や医療・保健対策、福祉対策、メンタルヘ
ルスケアの充実、学校の再開、ボランティアとの連携

発災前の事前実施・事前準備 発災後の復旧・復興
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No.2

２
西予市事前復興計画

復興プロセス編

発災後の復興の取り組みのなかで、体制や分野別の復興プロセスを明記しています。

東日本大震災等の教訓を踏まえて災害が発生前から復興に向けた体制構築や取り組み及

びその担当を検討することで、南海トラフ地震等の大規模災害から円滑な復旧・復
興を図ることを目的とする。

【第1章 復興プロセス編の概要】

1．復興まちづくり
の流れ

発災から復興まで
の段階や復興まち
づくりの概況

2．復興まちづくり
体制

市民・事業者・行
政等の協働による
体制づくり、災害
復興本部の構成

3．分野別の復興
プロセス

分野別の市民・
事業者・地域等
の対応、行政の
対応・支援策

構成

目的
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4．東日本大震災
時に活用された
事業
東日本大震災時
に復興交付金を
活用した代表的
な事業



No.2

２
西予市事前復興計画

復興プロセス編

避難生活期（発災から概ね2週間）
・道路啓開やがれき撤去
・被災者の応急的な生活の場を確保

復興始動期（概ね2週間から6か月）
・がれきの運搬を継続的に実施
・仮設住宅等での生活や仮設店舗や事業所の営業

本格復興期（概ね６か月以降）
・恒久的な住まいや事業所等の再建が開始
・産業経済活動が再開

【第2章 復興まちづくりの流れ】 【第3章 復興まちづくり体制】
災害対策本部から災害復興本部への移行イメージ

出典：大船渡市_復興記念誌「東日本大震災からの復興 10年の軌跡、未来への継承」
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No.2西予市事前復興計画

復興プロセス編
「復旧・復興ハンドブック」（内閣府）を参考に、復興に係る５つの分野について西予市の地域特性を

踏まえて、89の施策項目を示しています。施策項目の詳細は「復興手順書」に整理しています。

第1節 復興に関連する応急対応
１．被災状況等の把握
２．災害廃棄物等の処理

第２節 計画的復興への条件整備
１．復興体制の整備
２．復興計画の作成
３．広報・相談対応の実施
４．金融・財政面の措置

第３節 すまいとくらしの再建
１．緊急の住宅確保
２．恒久住宅の供給・再建
３．雇用の維持・確保
４．被災者への経済的支援
５．公的サービス等の回復

第４節 安全な地域づくり
１．公共土木施設等の災害復旧
２．安全な市街地・公共施設整備
３．都市基盤施設の復興
４．文化の再生

第５節 産業・経済の復興
１．情報収集・提供・相談
２．中小企業の再建
３．農林漁業の再建

【第4章 分野別復興プロセス】

５つの分野
89の施策項目を整理

詳細は「復興手順書」で整理

※本編より「復興に関連する応急対応」の施策項目を抜粋

２
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No.2

２
西予市事前復興計画

参考：復興手順書
「復興プロセス編」に示した89の施策項目について、以下に示す内容を整理しています。

【復興手順書】 概要の整理

担当課の整理

復興の項目に関連する法律、留意点及び
重要事項等を示しています。

項目・手順等の整理

取り組み内容に対して行動する内容を示
しています。

対応時期の整理

設定した取り組み内容を担当する課を示
しています。

東日本大震災の実績等を参考に設定した
取り組み内容を行う時期を整理しています。

担当課による精査を行い、対応ができな
いことや内容は課題として整理しています。
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No.2

３
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事前復興まちづくり計画

市街地・集落を対象とした復興方針や復興イメージの作成について記載しています。

南海トラフ地震などの大規模災害により、大きな被害が想定される市街地や集落を
対象として、まちや住まいの復興方針、復興のイメージ作成等を推進する計画とし
て策定します

【第1章 復興まちづくり計画編の概要】

1．三瓶東地区・事前復興まちづくり
計画作成の流れ

復興まちづくりの課題を踏まえ、復興
まちづくりの目標や方針、事前復興ま
ちづくりイメージ図を示します

2．実現に向けた取り組み

復興事前準備のアクションプラン
や本計画の見直し方法を示します

構成

目的
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No.2

３
西予市事前復興計画

事前復興まちづくり計画

三瓶東地区における地域ワークショップの議論を踏まえ、復興まちづくりイメージ図を整理しています。

【第2章 三瓶東地区 事前復興まちづくり計画】

対象区域の設定
・地区の現状（人口・産業・土地利用等）の整理
・被害想定の確認（現状・課題の整理）

生活再建シナリオ
・フェーズごとの住まいの場の確認
・恒久的な住宅の確保等

復興まちづくりの課題
・復興まちづくりにおける課題の整理
・復興の目標・方針の設定

復興まちづくりイメージ図の作成
・地域住民の意見交換によるイメージ図作成
・より具体的な検討による早期復興の効果
・実現に向けた活用事業の整理

①
津波から
逃げる

発災直後
〜3時間

発災

②
救助を待つ

１～７日

③
避難所等
で生活

～２、３ヵ月

④
仮設住宅等
で生活

⑤
生活を
取り戻す

～２年
※それ以上になる可能性あり

それ以降

指
定
緊
急
避
難
場
所
等

避
難

（
命
を
守
る
た
め
の
行
動
）

指定避難所

（一時的に）

ホテル・宿泊施
設等

（家が無事なら）

自宅に戻る

応急仮設住宅
（建設型）

家族の家等

（家が無事なら又は
応急修理して）

自宅に戻る

賃貸住宅、市営
住宅等

（みなし仮設含む）

住宅を再建（地区内）

家族の家等
（地区内、地区外）

災害公営住宅（地区内）

（家が無事なら又は応急修理して）

自宅に戻る

家族の家等

住宅を再建、賃貸住宅
（地区外）
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・浸水のリスクが比較的低い高台に住宅地
を造成する
・平屋の高齢者施設、介護施設を整備する
・住宅地とあわせて、災害時活動拠点とな
る広場や避難所、避難路を整備する

・浸水のリスクが比較的低い高台に住宅地
を造成する
・平屋の高齢者施設、介護施設を整備する
・住宅地とあわせて、災害時活動拠点とな
る広場や避難所、避難路を整備する

・ピロティ形式で1階を駐車場にする
・公営住宅は津波避難場所としても
活用する
・車椅子の方に配慮する
・交流スペースや小規模なスーパ
ーを設ける

・ピロティ形式で1階を駐車場にする
・公営住宅は津波避難場所としても活
用する
・車椅子の方に配慮する
・交流スペースや小規模なスーパーを
設ける

・支所、消防署、
学校などを浸水
しない場所に立
地させる

・市場、観光船、マリンスポーツ、海
上レストラン、釣り堀、ジップライン
、養殖イカダの見学、蛍、競艇場、
カヤック、マリンアカデミー、水族館
、ウォーキングコース、企業などを
誘致する

・港を再建する
・漁船ターミナルと緑地公園を設ける
・ジオパークを活用する
・漁業集落はかさ上げして住宅を整
備する

・海の見えるイベント広場をつ
くる
・みかんの木を防潮林として植
える

・地元みかんを使っ
た新製品を開発する
・企業を誘致する
・ピロティ構造の道の
駅を整備する

・スーパー・青空市場を作る
・三瓶の名物料理店を残す
・銀行、飲食店、農協などを残
す

【その他意見】
・市街地をかさ上げする
・中心部に高台を造成する
・海が見渡せる場所が中心にな
ると良い
・海や星を見ることができる場所
を作る

・避難路・避難場所の整備

防御ライン
市街地を嵩上げ
L1津波から防護

既存商店街の
骨格を継承

イベントにも
活用できる
公園・広場

漁業集落の復興
防災拠点の整備

浸水想定区域を考慮した
住宅地の形成
防災拠点の整備

浸水想定区域を考慮した
住宅地の形成
防災拠点の整備

公共施設や
学校等の集約

市街地を嵩上げ
L1津波から防護

高台の造成

働き場となる
産業誘致

飲食店や
観光集客施設

働き場となる
産業誘致

・避難路・避難場所の整備



No.2

３
西予市事前復興計画

事前復興まちづくり計画

実現に向けた復興事前準備のアクションプランを記載しています。

【第3章 実現に向けた取り組み】

アクションプラン 復興事前準備の推進
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